
1 
 

個人情報ファイル簿・個人情報ファイル登録簿記載要領 

 

（令和５年３月 23日 制定） 

 

 個人情報ファイル簿及び個人情報ファイル登録簿（以下「個人情報ファイル簿等」という。）の様式

は別紙様式のとおりとし、個人情報ファイル簿等については以下のように記載するものとする。 

 

１ 個人情報ファイルの名称 

  当該ファイルが利用に供される事務が具体的に明らかになるような名称を記載する。 

  （例） ○○管理者ファイル、○○受給権者ファイル 等 

 

２ 実施機関の名称 

  当該ファイルを保有している実施機関（個人情報の保護等に関する条例（令和４年岩手県条例第

49号。以下「条例」という。）第２第１第に規定する実施機関の名称を記載する。 

  （例）岩手県知事、岩手県教育委員会、岩手県○○委員会 等 

 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

  当該ファイルを利用する事務を所掌する課室等の名称を記載する。 

  （例）○○部○○課、各広域振興局○○部、医療局○○課 等 

 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

  当該ファイルがどのような事務に利用されるのか県民等が具体的に認識できるよう、利用目的を

できる限り特定して、分かりやすい表現で記載する。 

  （例） ○○審査事務における本人の資格審査のために利用する。 

 

５ 記録項目 

  当該ファイルに記録される項目を分かりやすい表現で具体的に記載する。ただし、個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第75条第３項の規定により個人情報

ファイル簿に不記載とするもの及び条例第３条第２項の規定により個人情報ファイル登録簿に不記

載とするものは、本欄には記載しない。 

  また、各記録項目に順に番号を付すとともに、各記録項目の間を「、」で区切る。 

  （例） １氏名、２住所、３性別、４免許番号、５発給額･･･ 

 

６ 記録範囲 

  保有個人情報の本人として当該ファイルに記録される個人の範囲を分かりやすい表現で具体的に

記載する。 

  保有個人情報の本人として記録される個人の種類が複数ある場合には、全てを列挙する。 

 （例） ○○申請書を提出した者（令和△△年度以降） 

 

７ 記録情報の収集方法 

  保有個人情報の収集の相手方及び手段を分かりやすい表現で記載する。ただし、法第75条第３項
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の規定により個人情報ファイル簿に不記載とするもの及び条例第３条第２項の規定により個人情報

ファイル登録簿に不記載とするものは、本欄には記載しない。 

 

８ 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

  記録情報に法第２条第３項の要配慮個人情報が含まれる場合には「含む」と記載し、含まない場

合には「含まない」と記載する。 

 

９ 記録情報の経常的提供先 

  記録情報を経常的に提供する相手方の名称を記載する。ただし、法第75条第３項の規定により個

人情報ファイル簿に不記載とするもの及び条例第３条第２項の規定により個人情報ファイル登録簿

に不記載とするものは、本欄には記載しない。 

 

10 開示等請求を受理する組織の名称及び所在地 

  全庁統一で以下のとおり記載する（公安委員会及び警察本部を除く。）。 

   （名 称） 行政情報センター他（別紙のとおり） 

   （所在地） 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号他（別紙のとおり） 

  ただし、個別の法令の規定により開示請求等ができることとされており、例えば、法第５章第４

節の適用を除外されているものについては、「別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、

詳しくは、所管部署（連絡先××）にお問合せください。」と記載する。 

 

11 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 

  訂正及び利用停止に関する他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、①該当す

る記録項目に付した番号及び②当該法令の条項（法令番号を含む。）を記載する。 

  （例） ２、４及び５の各記録項目の内容については、△△法（平成××年法律第○○号）第△

条第□号に基づき訂正請求ができる。 

 

12 個人情報ファイルの種別及び政令第21条第７項に該当するファイルの有無 

  個人情報ファイルの種別の欄は、該当する□を■又はレ点に置き換えること。 

  また、本票が法第60条第２項第１号に係るファイル（電算処理ファイル）である場合には、当該

ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内である同項第２号に係るファイル（マニュアル処理ファ

イル）の有無について、該当する□を■又はレ点に置き換えること。 

 

※ 様式の記載項目13～17については、個人情報ファイル簿のみを対象とし、個人情報ファイル登

録簿は対象外となる（個人情報ファイル登録簿については、同項目の欄を空欄として斜線を引く

こと。）。 

 

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 

  法第５章第５節の規定により行政機関等匿名加工情報の提案募集を行った場合のみ記載する。 

  法第60条第３項各号のいずれにも該当し、行政機関等匿名加工情報の提案募集の対象となる個人

情報ファイルについては「該当」と記載し、提案募集の対象とならない場合には「非該当」と記載

する。 
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※ 様式の記載項目14～17については、法第５章第５節の規定により行政機関等匿名加工情報の提

案募集の対象となった場合のみ記載することとし、対象外となった場合は、同項目の欄を空欄と

して斜線を引くこと。） 

 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 

  行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地を下記のとおり記載する。 

    （名 称） 岩手県総務部総務室 

    （所在地） 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号 

 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 

  過去に提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成した場合には、行政機関等匿名加工情報の本人

の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目（記録項目及び情報の粒度（住所であれば

都道府県単位等））を記載する。 

  （例） 本人の数：１万人、情報の項目：氏名（削除）、住所（市町村単位に置換え）、生年月

日（生年月に置換え）、性別（男女の別） 

  ※実績がない場合は、「（実施なし）」と記載する。 

 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 

  過去に作成された行政機関等匿名加工情報の提案を受け付ける組織の名称及び所在地を記載す

る。 

  （例） （名 称） 岩手県△△部××課 

      （所在地） 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号 

  ※実績がない場合は、「（実施なし）」と記載する。 

 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間 

  行政機関等匿名加工情報に関する提案を受け付ける期間を次のとおり記載する。 

  「行政機関等匿名加工情報の提案の募集期間については、別途公示する。」 

  ※実績がない場合は、「（実施なし）」と記載する。 

 

18 その他 

 (１) 個人情報ファイル簿」・「個人情報ファイル登録簿」間の異動について 

  ア 「個人情報ファイル登録簿」から「個人情報ファイル簿」への異動 

    条例第３条第１項の規定の適用を受ける個人情報ファイルが法第75条第１項の規定の適用を

受けるに至ったとき（個人情報ファイルに係る本人の数が1,000人以上となるとき）は、遅滞

なく、様式の記載項目13（行政機関等匿名加工情報の提案募集を行った場合には同項目14～17

についても）の欄について、必要事項を記載する。 

  イ 個人情報ファイル簿」から「個人情報ファイル登録簿」への異動 

    法第75条第１項の規定の適用を受ける個人情報ファイルが条例第３条第１項の規定の適用を

受けるに至ったとき（個人情報ファイルに係る本人の数が1,000人未満となるとき）は、遅滞

なく、様式の記載項目12の欄のうち左側上段以外の欄に斜線を引くとともに、記載項目13～17
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の欄を空欄として斜線を引く。 

 (２) その他の記載方法等について 

  ア 備考欄にはその他参考となる事項を記載する。 

  イ ９及び11の事項並びに備考について記載すべき内容がない場合は、「－（半角ハイフン）」

を記載する。 

  ウ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  エ 各欄に記入しきれないときは、本様式の例により適宜作成した書面（日本産業規格Ａ４）に

記載して、当該書面を添付する。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 個人情報取扱事務登録簿記入要領は、廃止する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 
 

（様式案） 

個人情報ファイル（登録）簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称  

２ 実施機関の名称  

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 

 

 

５ 記録項目  

６ 記録範囲  

７ 記録情報の収集方法  

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

 

９ 記録情報の経常的提供先  

10 開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称） 

（所在地） 

11 訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による特

別の手続等 

 

12 個人情報ファイルの種別 □法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当するフ

ァイル     □有  □無 

13 行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

 

14 行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

 

15 行政機関等匿名加工情報

の概要 

 

16 作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案を

受ける組織の名称及び所在

地 

 

17 作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案を

することができる期間 

 

備考  



 
 
（別紙） 

開示等請求を受理する組織の名称及び所在地 

 

名 称 所 在 地 

行政情報センター 
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番１号  

岩手県庁内 

盛岡行政情報サブセンター 
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11番１号 

盛岡地区合同庁舎内 

奥州行政情報サブセンター 
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目２番地 

奥州地区合同庁舎内 

花巻行政情報サブセンター 
〒025-0075 岩手県花巻市花城町１番 41号 

花巻地区合同庁舎内 

 北上地域窓口 
〒024-8520 岩手県北上市芳町２番８号 

北上地区合同庁舎内 

 遠野地域窓口 
〒028-0525 岩手県遠野市六日町１番 22号 

遠野地区合同庁舎内 

一関行政情報サブセンター 
〒021-8503 岩手県一関市竹山町７番５号 

一関地区合同庁舎内 

 千厩地域窓口 
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方 85番地２ 

一関地区合同庁舎千厩分庁舎内 

釜石行政情報サブセンター 
〒026-0043 岩手県釜石市新町６番 50号 

釜石地区合同庁舎内 

宮古行政情報サブセンター 
〒027-0072 岩手県宮古市五月町１番 20号 

宮古地区合同庁舎内 

大船渡行政情報サブセンター 
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田６番１号 

大船渡地区合同庁舎内 

久慈行政情報サブセンター 
〒028-8042 岩手県久慈市八日町 1丁目１番地 

久慈地区合同庁舎内 

二戸行政情報サブセンター 
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡６番３号 

二戸地区合同庁舎内 

東京行政情報コーナー 
〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目 15番１号 

南海東京ビル２階 岩手県東京事務所内 

大阪行政情報コーナー 
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1丁目３番１-900号 

大阪駅前第一ビル９階 岩手県大阪事務所内 

名古屋行政情報コーナー 
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目 16番 36号 

久屋中日ビル３階 岩手県名古屋事務所内 

福岡行政情報コーナー 
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名１丁目 12番 60号 

福岡大名ビルⅡ７階 岩手県福岡事務所内 
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